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(57)【要約】
【課題】単位面積当たりの発光領域を広げることが可能
な表示装置を提供する。
【解決手段】３層以上の電極層と、電極層間に設けられ
た２層以上の有機層とを備え、電極層に形成される電極
と、有機層とにおいて、連続する２層の電極層にそれぞ
れ形成される電極は、平面配置で部分的に重複する領域
を有し、且つ、連続する３層の電極層にそれぞれ形成さ
れる電極は、平面配置において３層全てが重複する部分
を有していない、積層構造を有する表示装置を構成する
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３層以上の電極層と、前記電極層間に設けられた２層以上の有機層とを備え、
　前記電極層に形成される電極と、前記有機層とにおいて、
　連続する２層の前記電極層にそれぞれ形成される電極は、平面配置で部分的に重複する
領域を有し、且つ、連続する３層の前記電極層にそれぞれ形成される電極は、平面配置に
おいて３層全てが重複する部分を有していない、積層構造を有する
　表示装置。
【請求項２】
　第１電極層と、第１有機層と、第２電極層と、第２有機層と、第３電極層とを備え、
　前記第１電極層に形成される電極と、前記第２電極層に形成される電極とが、平面配置
において重複する領域（第１領域）を有し、
　前記第２電極層に形成される電極と、前記第３電極層に形成される電極とが、平面配置
において重複する領域（第２領域）を有し、
　前記第１電極層に形成される電極と、前記第２電極層に形成される電極と、前記第３電
極層に形成される電極とは、平面配置において３層の電極が全て重複する領域を有してい
ない
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　第１電極層と、第１有機層と、第２電極層と、第２有機層と、第３電極層と、第３有機
層と、第４電極層を備え、
　前記第１電極層、前記第２電極層、前記第３電極層、及び、前記第４電極層において、
連続する２層の前記電極層にそれぞれ形成される電極は、平面配置で部分的に重複する領
域を有し、且つ、連続する３層の前記電極層にそれぞれ形成される電極は、平面配置にお
いて３層全てが重複する部分を有していない、積層構造を有する
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　５層以上の電極層と、前記電極層間に設けられた４層以上の有機層とを備え、
　前記第１電極層、前記第２電極層、前記第３電極層、及び、前記第４電極層において、
連続する２層の前記電極層にそれぞれ形成される電極は、平面配置で部分的に重複する領
域を有し、且つ、連続する３層の前記電極層にそれぞれ形成される電極は、平面配置にお
いて３層全てが重複する部分を有していない、積層構造を有し、
　前記有機層のうちの少なくとも１層が、他の有機層と異なる発光色を有する
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項５】
　有機層を６層以上有し、前記有機層の内の連続する３層が同じ第１発光色を有し、他の
連続する３層が前記第１発光色と異なる第２発光色を有する
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項６】
　有機層を９層以上有し、前記有機層の内の連続する３層が同じ第１発光色を有し、他の
連続する３層が前記第１発光色と異なる第２発光色を有し、さらに他の連続する３層が前
記第１発光色及び前記第２発光色と異なる第３発光色を有する
　請求項１に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子を備える表示装置に係わる。
【背景技術】
【０００２】
　従来、照明、インジケータ、ディスプレイ等の表示装置として、有機エレクトロルミネ
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ッセンス（ＥＬ）素子の研究、開発が盛んに行われている。例えば、ディスプレイではア
ノード電極とカソード電極とを二次元で格子状に配線したドットマトリクス方式の有機Ｅ
Ｌ表示装置が知られている。ドットマトリクス方式では、複数のアノード電極がストライ
プ状で互いに平行に配置され、複数のカソード電極がストライプ状で互いに平行に配置さ
れる。さらに、アノード電極とカソード電極とが直行して配置され、アノード電極とカソ
ード電極とに挟まれた有機発光層が発光する。また、マトリクス状に配列された構成では
、複数の発光領域と非発光領域を有する構成となる（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　有機ＥＬ素子の発光方法としては、複数の電極及び複数の有機ＥＬ発光層を積層して発
光させることにより合成した色を表示する方法（例えば、特許文献２参照）や、特定の周
期で駆動することにより１つの発光領域で単色及び複数色を表示する方法（例えば、特許
文献３参照）が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８１７０７５６号公報
【特許文献２】特開２００５－４０６２号公報
【特許文献３】特開２０１０－２７５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記のような構成では、隣り合うアノード電極間、及び、隣り合うカソ
ード電極間、すなわちドット状の発光領域間には各発光領域が独立して発光するために少
なくとも非発光領域が含まれる。同様に、複数の電極及び複数の有機ＥＬ発光層を積層し
た構成の場合でも、画素間に非発光領域が含まれる。このため、表示装置において、単位
面積当たりの発光領域が狭くなってしまう。
【０００６】
　上述した問題の解決のため、本発明においては、単位面積当たりの発光領域を広げるこ
とが可能な表示装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の表示装置は、３層以上の電極層と、電極層間に設けられた２層以上の有機層と
を備える。そして、電極層に形成される電極と、有機層とにおいて、連続する２層の電極
層にそれぞれ形成される電極は、平面配置で部分的に重複する領域を有し、且つ、連続す
る３層の電極層にそれぞれ形成される電極は、平面配置において３層全てが重複する部分
を有していない、積層構造を有する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、単位面積当たりの発光領域を広げることが可能な表示装置を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施形態の表示装置の概略構成を示す図である。
【図２】第１実施形態の表示装置の変形例の概略構成を示す図である。
【図３】第１実施形態の表示装置の駆動方法を説明するための図である。
【図４】第１実施形態の表示装置の駆動方法を説明するためのタイムチャートである。
【図５】第２実施形態の表示装置の概略構成を示す図である。
【図６】第２実施形態の表示装置の変形例の概略構成を示す図である。
【図７】第２実施形態の表示装置の駆動方法を説明するための図である。
【図８】第２実施形態の表示装置の駆動方法を説明するためのタイムチャートである。
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【図９】第３実施形態の表示装置の概略構成を示す図である。
【図１０】第４実施形態の表示装置の概略構成を示す図である。
【図１１】第５実施形態の表示装置の概略構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を実施するための形態の例を説明するが、本発明は以下の例に限定される
ものではない。
　なお、説明は以下の順序で行う。
１．表示装置の実施の形態（第１実施形態）
２．表示装置の実施の形態（第２実施形態）
３．表示装置の実施の形態（第３実施形態）
４．表示装置の実施の形態（第４実施形態）
５．表示装置の実施の形態（第５実施形態）
【００１１】
〈１．表示装置の実施の形態（第１実施形態）〉
　以下、表示装置の具体的な実施の形態について説明する。
　図１に、本実施の形態の表示装置の概略構成図を示す。図１において、上段は表示装置
の断面の構成を示し、下段は表示装置の平面配置を示している。
【００１２】
［概略構成］
　図１に示す表示装置１００は、第１電極層１０、第１有機層２０、第２電極層３０、第
２有機層４０、及び、第３電極層５０を備える。すなわち、表示装置１００は、３層の電
極層と、これらの電極層間に設けられた２層の有機層とが、交互に積層された構成を備え
る。
【００１３】
　表示装置１００において、第１電極層１０には電極１１が設けられている。第２電極層
３０には電極３１が設けられ、第３電極層５０には電極５１が設けられている。これらの
各電極は、同様の形状に形成されている。
【００１４】
　また、第１有機層２０と第２有機層４０は、表示装置１００の表示領域内では、少なく
とも有機発光材料を含む発光層を備える。このため、第１有機層２０と第２有機層４０の
発光部分は、電極１１、電極３１、電極５１の配置によって設定され、いずれか２つの電
極に挟持された部分において、第１有機層２０と第２有機層４０の発光が可能となる。
【００１５】
　表示装置において、各電極及び各有機層は、公知の材料を用いて形成することができる
。また、表示装置は、フィルム状の基材上に形成されていることが好ましい。フィルム状
の基材としては、例えば、ＰＥＴ（Polyethylene terephthalate）、ＰＥＮ（Polyethyle
ne naphthalate）、ＰＣ（polycarbonate）、ＴＡＣ（Triacetylcellulose）等の樹脂フ
ィルムや、薄板ガラス、アルミ箔等を用いることができる。
【００１６】
　電極は、各有機層に対して陽極又は陰極として機能する。電極は、各有機層に対して陽
極又は陰極として機能する導電性材料のうちから光透過性が良好な材料を適宜選択して用
いることができる。例えば、光透過性材料としては、酸化インジウム酸化錫（ＩＴＯ）、
酸化インジウム酸化亜鉛（ＩＺＯ）、銀（Ａｇ）薄膜等を適用できる。
【００１７】
　有機層は、少なくとも有機材料によって構成された発光層を有する層である。表示装置
の表示領域の全てに共通の層として設けられていてよい。このような有機層の層構成は、
公知の構成であってよく、陽極として用いられる側から順に、正孔注入層／正孔輸送層／
発光層／電子輸送層／電子注入層を積層した構成が例示される。これらの各層は、その成
膜方法が限定されることはないが、一例として蒸着又は塗布によって成膜することができ
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る。
【００１８】
　また、表示装置は、例えば、全ての電極を透光性の材料で形成することにより、両面発
光の表示装置とすることができる。この場合には、透明ディスプレイ等の透明な表示装置
に適用することができる。或いは、表示装置の一方の面の全面に反射部材を設けることに
より、片面発光の表示装置とすることもできる。この場合には、発光領域から放出される
光を片面に集めることができるため、一方の面から取出される光の輝度が上昇する。
【００１９】
　さらに、表示装置は、有機層と電極層とを封止するための封止部材を備えていてもよい
。封止部材は、表示装置において有機層と電極層とが形成される表示領域を覆う状態で設
けられる。封止部材としては、例えば、表示領域を覆う接着層と封止基材とを用いること
ができる。また、封止部材は、中空構造であってもよい。封止基材としては、例えば、ス
テンレス鋼やアルミニウム等の金属箔や、上述の基材に用いられる樹脂フィルムやガラス
等を用いることができる。
【００２０】
［電極配置］
　第１電極層１０に形成される電極１１と、第２電極層３０に形成される電極３１とは、
平面配置において重複する領域（第１領域Ａ）を有する。また、第２電極層３０に形成さ
れる電極３１と、第３電極層５０に形成される電極５１とは、平面配置において重複する
領域（第２領域Ｂ）を有する。
【００２１】
　しかし、第１電極層１０に形成される電極１１と、第２電極層３０に形成される電極３
１とが平面配置において重複する第１領域Ａには、第３電極層５０に形成される電極５１
が形成されていない。このため、第１電極層１０に形成される電極１１、及び、第２電極
層３０に形成される電極３１は、第１領域Ａにおいて、第３電極層５０に形成される電極
５１とは重複していない。
【００２２】
　同様に、第２電極層３０に形成される電極３１と、第３電極層５０に形成される電極５
１とが平面配置において重複する第２領域Ｂには、第１電極層１０に形成される電極１１
が形成されていない。このため、第２電極層３０に形成される電極３１、及び、第３電極
層５０に形成される電極５１は、第２領域Ｂにおいて、第１電極層１０に形成される電極
１１とは重複していない。
【００２３】
　すなわち、第１電極層１０と第２電極層３０と第３電極層５０とにおいて、連続する２
層の電極層に形成される各電極は、平面配置で部分的に重複する領域を有する。尚かつ、
連続する３層の電極層にそれぞれ形成される電極１１，３１，５１の各電極は、平面配置
において３層連続して重複する領域を有していない。
【００２４】
［発光領域］
　表示装置１００は、第１電極層１０の電極１１と第２電極層３０の電極３１とが平面配
置で重複する第１領域Ａを有するため、この第１領域Ａにおいて電極１１と電極３１とに
挟持される部分の第１有機層２０が発光する。また、第２電極層３０の電極３１と第３電
極層５０の電極５１とが平面配置で重複する第２領域Ｂを有するため、この第２領域Ｂに
おいて電極３１と電極５１とに挟持される部分の第２有機層４０が発光する。
【００２５】
　このとき、第１有機層２０の電極１１と電極３１とに挟持された部分以外の領域（第１
領域Ａ以外）は、発光しない。そして、第２有機層４０の電極３１と電極５１とに挟持さ
れた部分以外の領域（第２領域Ｂ以外）は、発光しない。以下、第１有機層２０において
、発光する部分を発光領域２２とし、発光領域２２以外の発光しない部分を非発光領域２
１とする。また、第２有機層４０において、発光する部分を発光領域４２とし、発光領域
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４２以外の発光しない部分を非発光領域４１とする。
【００２６】
　従って、表示装置１００は、第１有機層２０及び第２有機層４０の各発光領域を１セグ
メントとすると、発光領域２２と発光領域４２との２セグメントを備える構成である。そ
して、平面配置において一方向に連続する２セグメントの発光領域が、それぞれ独立発光
可能な構成である。また、このセグメントを基準とすると、各電極層には１セグメントお
きに２セグメントの幅の電極が形成されている。
【００２７】
　上記構成の表示装置１００では、第２電極層３０の電極３１が、第１有機層２０の発光
領域２２と、第２有機層４０の発光領域４２とに、共通の電極として作用する。具体的に
は、第２電極層３０の電極３１は、積層された２層の有機層の間に形成され、２層の有機
層の各発光領域に跨って、連続して形成されている。このため、発光領域２２と発光領域
４２とは、電極３１が形成されている領域内に配置される。
【００２８】
　一方、第１電極層１０の電極１１は、第１有機層２０の発光領域２２にのみ電極として
作用する。第３電極層５０の電極５１は、第２有機層４０の発光領域４２にのみ電極とし
て作用する。そして、電極３１が形成されている領域内において、電極１１の位置によっ
て、発光領域２２の位置が決まる。同様に、電極３１が形成されている領域内において、
電極３１の位置によって、発光領域４２の位置が決まる。
【００２９】
　そして、第２電極層３０の電極３１の一方（図面左側）の端部が、第１電極層１０の電
極１１の一方（図面左側）の端部と他方（図面右側）の端部との間となるように、電極１
１と電極３１とが形成されている。このため、電極１１と電極３１とにおいて、平面配置
において重複する領域（第１領域Ａ）が形成される。そして、第１領域Ａにおいて電極１
１，３１に挟持された第１有機層２０に、発光領域２２が形成される。
【００３０】
　第２電極層３０の電極３１の他方（図面右側）の端部が、第３電極層５０の電極５１の
一方（図面左側）の端部と他方（図面右側）の端部との間となるように、電極３１と電極
５１とが形成されている。このため、電極３１と電極５１とにおいて、平面配置において
重複する領域（第２領域Ｂ）が形成される。そして、第２領域Ｂにおいて電極３１，５１
に挟持された第２有機層４０に、発光領域４２が形成される。
【００３１】
　また、第３電極層５０の電極５１の一方（図面左側）の端部と、第１電極層１０の電極
１１の他方（図面右側）の端部とが、平面配置において同じ位置となるように電極１１と
電極５１とが形成されている。このため、第１電極層１０の電極１１と第３電極層５０の
電極５１とが平面配置で重複していない。従って、第１領域Ａと第２領域Ｂとが平面配置
において重複する領域は形成されない。しかし、電極５１の一方（図面左側）の端部と第
１電極層１０の電極１１の他方（図面右側）の端部とが同じ位置であるため、第１領域Ａ
と第２領域Ｂとが平面配置において隣接している。
【００３２】
　この構成では、第１領域Ａと第２領域Ｂとが平面配置において重複しないため、第１領
域Ａに形成される発光領域２２と第２領域Ｂに形成される発光領域４２とは、平面配置に
おいて重複しない。しかし、第１領域Ａと第２領域Ｂとが平面配置において隣接している
ため、第１領域Ａに形成される発光領域２２と第２領域Ｂに形成される発光領域４２とが
、平面配置において隣接した位置に形成される。このため、第１領域Ａに形成される発光
領域２２と第２領域Ｂに形成される発光領域４２との間に、非発光領域２１，４１が配置
されない。
【００３３】
　従って、３つの電極層において上述のように、第２電極層３０の電極３１を、第１電極
層１０の電極１１及び第３電極層５０の電極５１と平面配置において重複させ、第３電極
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層５０の電極５１の一方（図面左側）の端部と、第１電極層１０の電極１１の他方（図面
右側）の端部とを平面配置において一致させることにより、発光領域２２と発光領域４２
との２セグメント間に非発光領域が発生しない。このように、表示装置１００では、２セ
グメントの発光領域間における非発光領域の存在を、平面配置上では無くすことができる
。このため、表示装置において、単位面積当たりの発光領域を拡大することができる。
【００３４】
　なお、表示装置１００では、電極が平面配置で重複することにより、積層領域の有機層
が発光領域となる。しかし、電極が３層連続で重複しないことにより、連続する２層の有
機層では、発光領域が平面配置で重複しない。具体的には、第１電極層１０の電極１１と
、第３電極層５０の電極５１とが重複しないことにより、第１有機層２０の発光領域２２
と、第２有機層４０の発光領域４２とが、平面は位置において重複しない。
【００３５】
　発光領域２２と発光領域４２とが重複した場合には、例えば、この重複した部分の輝度
が、重複していない発光領域２２及び発光領域４２の輝度よりも高くなってしまう。この
ため、発光領域２２と発光領域４２とが重複した部分のみが、他の発光領域よりも輝度が
高くなり、表示領域の輝度の均一性（均斉度等）が悪くなるため、表示装置として好まし
くない。
【００３６】
［変形例］
　上述の第１実施形態の表示装置の変形例を図２に示す。図２に示す表示装置１００Ａは
、第３電極層５０の電極５１の一方（図面左側）の端部と、第１電極層１０の電極１１の
他方（図面右側）の端部とが、平面配置において離れた位置となるように形成されている
ことを除き、上述の図１に示す表示装置１００と同様の構成である。
【００３７】
　図２に示す表示装置１００Ａは、第１電極層１０に形成される電極１１と、第２電極層
３０に形成される電極３１とが、平面配置において重複する領域（第１領域Ａ）を有する
。また、第２電極層３０に形成される電極３１と、第３電極層５０に形成される電極５１
とは、平面配置において重複する領域（第２領域Ｂ）を有する。さらに、第１電極層１０
に形成される電極１１と、第３電極層５０に形成される電極５１とは、平面配置において
重複する領域（第２領域Ｂ）を有さず、第３電極層５０の電極５１の一方（図面左側）の
端部と、第１電極層１０の電極１１の他方（図面右側）の端部とが、平面配置において離
れた位置となるように形成されている。
【００３８】
　従って、図２に示す表示装置１００Ａは、第１電極層１０と第２電極層３０と第３電極
層５０とにおいて、連続する２層の電極層に形成される各電極が、平面配置で部分的に重
複する領域を有する。尚かつ、連続する３層の電極層にそれぞれ形成される各電極は、平
面配置において３層連続して重複する領域を有していない。
【００３９】
　表示装置１００Ａは、第３電極層５０の電極５１の一方（図面左側）の端部と、第１電
極層１０の電極１１の他方（図面右側）の端部とが、平面配置において離れた位置に配置
されているため、第２電極層３０の電極３１の形成領域内において、第１領域Ａと第２領
域Ｂとの位置が離れている。このため、平面配置上において、第１領域Ａに形成される第
１有機層２０の発光領域２２と、第２領域Ｂに形成される第２有機層４０の発光領域４２
との間にも、第１有機層２０の非発光領域２１と、第２有機層４０の非発光領域４１とが
配置される。
【００４０】
　上述の構成の表示装置１００Ａのように、第１電極層１０の電極１１と第２電極層３０
の電極３１との位置関係によって、発光領域間に非発光領域が設けられる構成とすること
も可能である。従来の表示装置では、発光領域間に形成される非発光領域は、配線のライ
ンアンドスペース等のデザインルール上の制約がある。このため、従来の表示装置では、
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非発光領域の面積は、デザインルールで許容される最小領域よりも小さくすることができ
ない。これに対し、図２に示す構成の表示装置１００Ａでは、第１領域Ａと第２領域Ｂ（
発光領域２２，４２）の間の非発光領域２１，４１は、電極１１と電極５１の配置により
、自由に調整することができる。このため、表示装置１００Ａでは、発光領域２２，４２
間に配置される非発光領域２１，４１を、デザインルールで許容される最小領域よりも小
さくすることができ、単位面積当たりの発光領域を拡大することができる。
【００４１】
［駆動方法］
　次に、上述の第１実施形態の表示装置の駆動方法について説明する。図３に駆動方法を
説明するための表示装置の構成を示す。なお、図３において、上段は表示装置の断面の構
成を示し、下段は表示装置の平面配置を示している。また、図４に、表示装置の各発光領
域を時分割駆動する際のタイムチャートを示す。
【００４２】
　図３に示す表示装置は、図１に示す表示装置１００が、２つ並列された４セグメントの
発光領域を有する構成である。すなわち、第１電極層１０に電極１１と電極１２とを有し
、第２電極層３０に電極３１と電極３２とを有し、第３電極層５０に電極５１と電極５２
とを有する。また、第１有機層２０に、非発光領域２１、発光領域２２及び発光領域２３
を有し、第２有機層４０に、非発光領域４１、発光領域４２及び発光領域４３を有する。
電極配置や発光領域の配置は上述の説明に準じているため、これらの詳細な説明は省略す
る。
【００４３】
　図３に示す表示装置では、電極１１と電極３１とに電圧を印加して、発光領域２２が発
光する。電極３１と電極５１とに電圧を印加して、発光領域４２が発光する。電極１２と
電極３２とに電圧を印加して、発光領域２３が発光する。電極３２と電極５２とに電圧を
印加して、発光領域４３が発光する。
【００４４】
　上記図３に示す構成の表示装置において、各発光領域を時分割駆動する際のタイムチャ
ートの一例を図４に示す。図４は、発光領域２２と発光領域２３は同じタイミングで発光
し、発光領域４２が発光領域２２及び発光領域２３ことなるタイミングで発光し、発光領
域４３が非点灯のセグメントである場合のタイムチャートを示している。
【００４５】
　図４に示すように、上述の構成の表示装置においては、発光させたい発光領域の上記組
み合わせの電極間に、時分割で電圧を印加することで、表示装置を時分割で駆動すること
ができる。表示装置の駆動において、発光、非発光のタイミングは限定されず、任意のタ
イミングで発光、非発光を制御できる。
【００４６】
〈２．表示装置の実施の形態（第２実施形態）〉
　次に、表示装置の第２実施形態について説明する。図５に、第２実施形態の表示装置の
概略構成図を示す。図５において、上段は表示装置の断面の構成を示し、下段は表示装置
の平面配置を示している。
【００４７】
［概略構成］
　図５に示す表示装置２００は、第１電極層１０、第１有機層２０、第２電極層３０、第
２有機層４０、第３電極層５０、第３有機層６０、及び、第４電極層７０を備える。すな
わち、表示装置２００は、４層の電極層と、これらの電極層間に設けられた３層の有機層
とが、交互に積層された構成を備える。
【００４８】
　表示装置２００において、第１電極層１０には、電極１１、電極１２、電極１３、及び
、電極１４が設けられている。第２電極層３０には、電極３１、電極３２、電極３３、及
び、電極３４が設けられている。第３電極層５０には、電極５１、電極５２、電極５３、
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及び、電極５４が設けられている。第４電極層７０には、電極７１、電極７２、電極７３
、及び、電極７４が設けられている。これらの各電極は、同様の形状に形成され、均等な
間隔を開けて配置されている。
【００４９】
　また、表示装置２００において、第１有機層２０、第２有機層４０、及び、第３有機層
６０は、表示装置２００の表示領域内では、少なくとも有機発光材料を含む発光層を備え
る。このため、第１有機層２０、第２有機層４０、及び、第３有機層６０の発光部分は、
上記各電極の配置によって設定され、いずれか２つの電極に挟持された部分において、第
１有機層２０、第２有機層４０、及び、第３有機層６０の発光が可能となる。
【００５０】
［電極配置］
　第１電極層１０に形成される電極１１と、第２電極層３０に形成される電極３１とは、
平面配置において重複する領域（第１領域Ａ）を有する。また、第２電極層３０に形成さ
れる電極３１と、第３電極層５０に形成される電極５１とは、平面配置において重複する
領域（第２領域Ｂ）を有する。さらに、第３電極層５０に形成される電極５１と、第４電
極層７０に形成される電極７１とは、平面配置において重複する領域（第３領域Ｃ）を有
する。
【００５１】
　また、第１電極層１０に形成される電極１２は、第２電極層３０に形成される電極３２
とは、平面配置において重複する領域（第４領域Ｄ）を有する。同時に、第１電極層１０
に形成される電極１２は、第３電極層５０に形成される電極５１と、平面配置において重
複する領域（第３領域Ｃ）を有する。さらに、第１電極層１０に形成される電極１２は、
第４電極層７０に形成される電極７１と、平面配置において重複する位置に設けられるた
め、第１電極層１０に形成される電極１２と、第４電極層７０に形成される電極７１とは
、平面配置において重複する２つの連続する領域（第３領域Ｃ及び第４領域Ｄ）を有する
。
【００５２】
　しかし、第１電極層１０に形成される電極１１と、第２電極層３０に形成される電極３
１とが平面配置において重複する第１領域Ａには、第３電極層５０に形成される電極５１
及び第４電極層７０に形成される電極７１が形成されていない。このため、第１電極層１
０に形成される電極１１、及び、第２電極層３０に形成される電極３１は、第１領域Ａに
おいて、第３電極層５０に形成される電極５１、及び、第４電極層７０に形成される電極
７１とは重複していない。
【００５３】
　第２電極層３０に形成される電極３１と、第３電極層５０に形成される電極５１とが平
面配置において重複する第２領域Ｂには、第１電極層１０に形成される電極１１及び第４
電極層７０に形成される電極７１が形成されていない。このため、第２電極層３０に形成
される電極３１、及び、第３電極層５０に形成される電極５１は、第２領域Ｂにおいて、
第１電極層１０に形成される電極１１、及び、第４電極層７０に形成される電極７１とは
重複していない。
【００５４】
　第１電極層１０に形成される電極１２と、第３電極層５０に形成される電極５１と、第
４電極層７０に形成される電極７１とが平面配置において重複する第３領域Ｃには、第２
電極層３０に形成される電極３１が形成されていない。このため、第１電極層１０に形成
される電極１２、第３電極層５０に形成される電極５１、及び、第４電極層７０に形成さ
れる電極７１は、第３領域Ｃにおいて、第２電極層３０に形成される電極３１とは重複し
ていない。
【００５５】
　第１電極層１０に形成される電極１２と、第２電極層３０に形成される電極３２と、第
４電極層７０に形成される電極７１とが平面配置において重複する第４領域Ｄには、第３
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電極層５０に形成される電極５１が形成されていない。このため、第１電極層１０に形成
される電極１２、第２電極層３０に形成される電極３２、及び、第４電極層７０に形成さ
れる電極７１は、第４領域Ｄにおいて、第３電極層５０に形成される電極５１とは重複し
ていない。
【００５６】
　従って、第１電極層１０に形成される電極１１～電極１４が配置される領域では、第２
電極層３０に形成される電極３１～電極３４、又は、第３電極層５０に形成される電極５
１～電極５４のいずれかが配置されていない。同様に、第２電極層３０に形成される電極
３１～電極３４が配置される領域では、第１電極層１０に形成される電極１１～電極１４
と第４電極層７０に形成される電極７１～電極７４との両方、又は、第３電極層５０に形
成される電極５１～電極５４のいずれかが配置されていない。第３電極層５０に形成され
る電極５１～電極５４が配置される領域では、第１電極層１０に形成される電極１１～電
極１４と第４電極層７０に形成される電極７１～電極７４との両方、又は、第２電極層３
０に形成される電極３１～電極３４が配置されていない。第４電極層７０に形成される電
極７１～電極７４が配置される領域では、第２電極層３０に形成される電極３１～電極３
４、又は、第３電極層５０に形成される電極５１～電極５４のいずれかが配置されていな
い。
【００５７】
　上述のように、表示装置２００では、第１電極層１０、第２電極層３０、第３電極層５
０、及び、第４電極層７０において、連続する２層の電極層に形成される各電極は、平面
配置で部分的に重複する領域を有する。尚かつ、第１電極層１０、第２電極層３０、第３
電極層５０、及び、第４電極層７０において、各電極層にそれぞれ形成される各電極は、
平面配置において３層連続して重複する領域を有していない。
【００５８】
［発光領域］
　表示装置２００は、第１電極層１０の電極１１～電極１４と第２電極層３０の電極３１
～電極３４とが平面配置で重複する領域（第１領域Ａ、第４領域Ｄ等）を有するため、こ
の領域において電極１１～電極１４と電極３１～電極３４とに挟持される部分の第１有機
層２０が発光する。このとき、第１有機層２０の電極１１～電極１４と電極３１～電極３
４とに挟持された部分以外の領域は発光しない。以下、第１有機層２０において、発光し
ない部分を非発光領域２１とし、発光する部分を発光領域２２、発光領域２３、発光領域
２４、発光領域２５とする。
【００５９】
　また、表示装置２００は、第２電極層３０の電極３１～電極３４と第３電極層５０の電
極５１～電極５４とが平面配置で重複する領域（第２領域Ｂ等）を有するため、この領域
において電極３１～電極３４と電極５１～電極５４とに挟持される部分の第２有機層４０
が発光する。このとき、第２有機層４０の電極３１～電極３４と電極５１～電極５４とに
挟持された部分以外の領域は、発光しない。以下、第２有機層４０において、発光しない
部分を非発光領域４１とし、発光する部分を発光領域４２、発光領域４３、発光領域４４
、発光領域４５とする。
【００６０】
　同様に、表示装置２００は、第３電極層５０の電極５１～電極５４と第４電極層７０の
電極７１～電極７４とが平面配置で重複する領域（第３領域Ｃ等）を有するため、この領
域において電極５１～電極５４と電極７１～電極７４とに挟持される部分の第３有機層６
０が発光する。このとき、第３有機層６０の電極５１～電極５４と電極７１～電極７４と
に挟持された部分以外の領域は、発光しない。以下、第３有機層６０において、発光しな
い部分を非発光領域６１とし、発光する部分を発光領域６２、発光領域６３、発光領域６
４、発光領域６５とする。
【００６１】
　従って、表示装置２００は、各発光領域を１セグメントとすると、発光領域２２～発光
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領域２５、発光領域４２～発光領域４５、及び、発光領域６２～発光領域６５の複数のセ
グメントを備える構成である。そして、平面配置において一方向に連続する複数のセグメ
ントの発光領域を、それぞれ独立発光することが可能である。
【００６２】
　表示装置２００では、第２電極層３０の電極３１～電極３４の一方（図面左側）の端部
が、第１電極層１０の電極１１～電極１４の一方（図面左側）の端部と他方（図面右側）
の端部との間となるように、電極１１～電極１４と電極３１～電極３４とが形成されてい
る。このため、電極１１～電極１４と電極３１～電極３４とにおいて、平面配置において
重複する領域（第１領域Ａ、第４領域Ｄ等）が形成される。そして、第１領域Ａや第４領
域Ｄ等において電極１１～電極１４と電極３１～電極３４とに挟持された第１有機層２０
に、発光領域２２～発光領域２５が形成される。
【００６３】
　また、第２電極層３０の電極３１～電極３４の他方（図面右側）の端部が、第３電極層
５０の電極５１～電極５４の一方（図面左側）の端部と他方（図面右側）の端部との間と
なるように、電極３１～電極３４と電極５１～電極５４とが形成されている。このため、
電極３１～電極３４と電極５１～電極５４とにおいて、平面配置において重複する領域（
第２領域Ｂ等）が形成される。そして、第２領域Ｂ等において電極３１～電極３４と電極
５１～電極５４とに挟持された第２有機層４０に、発光領域４２～発光領域４５が形成さ
れる。
【００６４】
　さらに、第３電極層５０の電極５１～電極５４の他方（図面右側）の端部が、第４電極
層７０の電極７１～電極７４の一方（図面左側）の端部と他方（図面右側）の端部との間
となるように、電極５１～電極５４と電極７１～電極７４とが形成されている。このため
、電極５１～電極５４と電極７１～電極５４とにおいて、平面配置において重複する領域
（第３領域Ｃ等）が形成される。そして、第３領域Ｃ等において電極５１～電極５４と電
極７１～電極７４とに挟持された第３有機層６０に、発光領域６２～発光領域６５が形成
される。
【００６５】
　そして、第３電極層５０の電極５１～電極５４の一方（図面左側）の端部と、第１電極
層１０の電極１１～電極１４の他方（図面右側）の端部とが、平面配置において同じ位置
となるように電極１１～電極１４と電極５１～電極５４とが形成されている。このため、
第２有機層４０の発光領域４２～発光領域４５の一方（図面左側）の端部と、第１有機層
２０の発光領域２２～発光領域２５の他方（図面右側）の端部とが、平面配置において隣
接した位置に形成される。従って、第１有機層２０の発光領域２２～発光領域２５と、第
２有機層４０の発光領域４２～発光領域４５との間に、非発光領域２１，４１が配置され
ない。
【００６６】
　同様に、第４電極層７０の電極７１～電極７４の一方（図面左側）の端部と、第２電極
層３０の電極３１～電極３４の他方（図面右側）の端部とが、平面配置において同じ位置
となるように電極３１～電極３４と電極７１～電極７４とが形成されている。このため、
第３有機層６０の発光領域６２～発光領域６５の一方（図面左側）の端部と、第２有機層
４０の発光領域４２～発光領域４５の他方（図面右側）の端部とが、平面配置において隣
接した位置に形成される。従って、第２有機層４０の発光領域４２～発光領域４５と、第
３有機層６０の発光領域６２～発光領域６５との間に、非発光領域４１，６１が配置され
ない。
【００６７】
　さらに、第２電極層３０の電極３１～電極３４の一方（図面左側）の端部と、第３電極
層５０の電極５１～電極５４の他方（図面右側）の端部とが、平面配置において同じ位置
となるように電極３１～電極３４と電極５１～電極５４とが形成されている。このため、
第１有機層２０の発光領域２２～発光領域２５の一方（図面左側）の端部と、第３有機層
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６０の発光領域６２～発光領域６５の他方（図面右側）の端部とが、平面配置において隣
接した位置に形成される。従って、第１有機層２０の発光領域２２～発光領域２５と、第
３有機層６０の発光領域６２～発光領域６５のとの間に、非発光領域２１，６１が配置さ
れない。
【００６８】
　従って、４層の電極層において上述のように、連続する２層の電極層の電極を平面配置
において重複させ、１層おきの２層の電極層において重複しない電極の端部の位置を平面
配置において一致させることで、平面配置において３層の有機層の各発光領域間に非発光
部が発生しない。このように、表示装置２００では、複数のセグメントの発光領域間にお
ける非発光領域の存在を、平面配置上では無くすことができるため、単位面積当たりの発
光領域を拡大することができる。
【００６９】
　なお、上述の第２実施形態の表示装置においては、上述の第１実施形態の変形例のよう
に、１層おきの２層の電極層において重複しない電極の端部の位置を平面配置において一
致させず、重複しない電極の端部が平面配置において離れた位置となるように各電極を配
置することも可能である。この構成では、連続する２層の電極層の各電極が重複する領域
の端部が一致せず、各領域間の位置が離れる。このため、平面配置上において、各領域間
に非発光領域が発生する。
【００７０】
　例えば、第３電極層５０の電極５１～電極５４の一方（図面左側）の端部と、第１電極
層１０の電極１１～電極１４の他方（図面右側）の端部とが、平面配置において離れた位
置となるように、電極１１～電極１４と電極５１～電極５４とを配置する構成が可能であ
る。さらに、第２電極層３０の電極３１～電極３４の一方（図面左側）の端部と、第３電
極層５０の電極５１～電極５４の他方（図面右側）の端部とが、平面配置において同じ位
置となるように、電極３１～電極３４と電極５１～電極５４とを配置する構成が可能であ
る。
【００７１】
　第２実施形態の表示装置では、上記構成のように、平面配置上において各領域間に非発
光領域が発生する構成とすることも可能である。この構成においても、上述の第１実施形
態の変形例と同様の理由で、非発光領域を電極の配置で自由に調整することができ、デザ
インルールで許容される最小領域よりも非発光領域を小さくすることができる。従って、
表示装置の単位面積当たりの発光領域を拡大することができる。
【００７２】
［変形例］
　上述の第２実施形態の表示装置の変形例を図６に示す。図６に示す表示装置２００Ａは
、第１電極層１０に形成される電極１１Ａ～電極１４Ａ、及び、第４電極層７０に形成さ
れる電極７１Ａ～電極７４Ａの形状が異なることを除き、上述の図５に示す表示装置２０
０と同様の構成である。
【００７３】
　上述の第２実施形態の表示装置では、発光領域を１セグメントとすると、各電極は２セ
グメント以上の大きさ（幅）となるように形成されている。これに対し、図６に示す第２
実施形態の変形例の表示装置２００Ａは、積層方向の最上層に形成される第１電極層１０
の電極１１Ａ、電極１２Ａ、電極１３Ａ、及び、電極１４Ａが、１セグメントの大きさ（
幅）で形成されている。また、積層方向に形成される第４電極層７０の電極７１Ａ、電極
７２Ａ、電極７３Ａ、及び、電極７４Ａが、１セグメントの大きさ（幅）で形成されてい
る。すなわち、第１電極層１０に形成される電極１１Ａ～電極１４Ａ、及び、第４電極層
７０に形成される電極７１Ａ～電極７４Ａが、平面配置において発光領域と同じ大きさ（
幅）に形成されている。
【００７４】
　表示装置２００Ａは、第１電極層１０の電極１１Ａ～電極１４Ａの一方（図面左側）の
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端部と、第２電極層３０の電極３１～電極３４の一方（図面左側）の端部とが、平面配置
において同じ位置となるように電極１１～電極１４と電極３１～電極３４とが形成されて
いる。そして、第１電極層１０の電極１１Ａ～電極１４Ａの他方（図面右側）の端部と、
第３電極層５０の電極５１～電極５４の一方（図面左側）の端部とが、平面配置において
同じ位置となるように電極１１～電極１４と電極５１～電極５４とが形成されている。
【００７５】
　また、表示装置２００Ａは、第４電極層７０の電極７１Ａ～電極７４Ａの他方（図面右
側）の端部と、第３電極層５０の電極５１～電極５４の他方（図面右側）の端部とが、平
面配置において同じ位置となるように電極５１～電極５４と電極７１Ａ～電極７４Ａとが
形成されている。そして、第４電極層７０の電極７１Ａ～電極７４Ａの一方（図面左側）
の端部と、第２電極層３０の電極３１～電極３４の他方（図面右側）の端部とが、平面配
置において同じ位置となるように電極３１～電極３４と電極７１Ａ～電極７４Ａとが形成
されている。
【００７６】
　従って、図６に示す表示装置２００Ａは、上述の第１実施形態及び第２実施形態と同様
に、連続する２層の電極層に形成される各電極が、平面配置で部分的に重複する領域を有
し、且つ、連続する３層の電極層に形成される各電極が、平面配置において３層連続して
重複する領域を有していない。
【００７７】
　このように、連続する２層の電極層の電極を平面配置において重複させ、１層おきの２
層の電極層において重複しない電極の端部の位置を平面配置において一致させることで、
平面配置において３層の有機層の各発光領域間に非発光部が発生しない。このため、表示
装置２００Ａにおいても、複数のセグメントの発光領域間における非発光領域の存在を、
平面配置上では無くすことができ、単位面積当たりの発光領域を拡大することができる。
従って、積層される複数の電極層において、積層方向の最上層及び最下層の電極層に形成
される電極は、積層方向の最上層及び最下層の電極層に形成される電極は、１セグメント
の大きさ（幅）とすることができる。
【００７８】
［駆動方法］
　次に、上述の第２実施形態の表示装置の駆動方法について説明する。図７に駆動方法を
説明するための表示装置の構成を示す。なお、図７において、上段は表示装置の断面の構
成を示し、下段は表示装置の平面配置を示している。また、図８に、表示装置の各発光領
域を時分割駆動する際のタイムチャートを示す。
【００７９】
　図７に示す表示装置は、図５に示す表示装置２００から、発光領域２２、発光領域２３
、発光領域４２、発光領域４３、発光領域６２、及び、発光領域６３の６つの発光領域に
係わる構成のみを示している。図７に示す表示装置では、電極１１と電極３１とに電圧を
印加して、発光領域２２が発光する。電極１２と電極３２とに電圧を印加して、発光領域
２３が発光する。電極３１と電極５１とに電圧を印加して、発光領域４２が発光する。電
極３２と電極５２とに電圧を印加して、発光領域４３が発光する。電極５１と電極７１と
に電圧を印加して、発光領域６２が発光する。そして、電極５２と電極７２とに電圧を印
加して、発光領域６３が発光する。
【００８０】
　上記図７に示す構成の表示装置において、各発光領域を時分割駆動する際のタイムチャ
ートの一例を図８に示す。図８は、発光領域４２と発光領域４３が同じタイミングで発光
し、発光領域６２と発光領域６３が同じタイミングで発光し、発光領域２２が、発光領域
４２，４３及び発光領域６２，６３と異なるタイミングで発光し、発光領域２３が非点灯
のセグメントである場合のタイムチャートを示している。すなわち、第１有機層２０、第
２有機層４０、及び、第３有機層６０が、それぞれ異なるタイミングで発光するタイムチ
ャートである。
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【００８１】
　図８に示すように、上述の構成の表示装置においては、発光させたい発光領域の上記組
み合わせの電極間に、時分割で電圧を印加することで、表示装置を時分割で駆動すること
ができる。表示装置の駆動において、発光、非発光のタイミングは限定されず、任意のタ
イミングで発光、非発光を制御できる。
【００８２】
〈３．表示装置の実施の形態（第３実施形態）〉
　次に、表示装置の第３実施形態について説明する。図９に、第３実施形態の表示装置の
概略構成図を示す。図９において、上段は表示装置の断面の構成を示し、下段は表示装置
の平面配置を示している。
【００８３】
［概略構成］
　図９に示す表示装置３００は、第１電極層１０、第１有機層２０、第２電極層３０、第
２有機層４０、第３電極層５０、第３有機層６０、第４電極層７０、第４有機層８０、及
び、第５電極層９０を備える。すなわち、表示装置３００は、５層の電極層と、これらの
電極層間に設けられた４層の有機層とが、交互に積層された構成を備える。
【００８４】
　表示装置３００において、第１電極層１０には、電極１１、電極１２、電極１３、及び
、電極１４が設けられている。第２電極層３０には、電極３１、電極３２、電極３３、及
び、電極３４が設けられている。第３電極層５０には、電極５１、電極５２、電極５３、
及び、電極５４が設けられている。第４電極層７０には、電極７１、電極７２、電極７３
、及び、電極７４が設けられている。第５電極層９０には、電極９１、電極９２、電極９
３、及び、電極９４が設けられている。これらの各電極は、同様の形状に形成され、均等
な間隔を開けて配置されている。
【００８５】
　これらの各電極層の電極１１～電極１４、電極３１～電極３４、電極５１～電極５４、
電極７１～電極７４、及び、電極９１～電極９４の配置は、上述の第１実施形態及び第２
実施形態に準じる。従って、表示装置３００では、第１電極層１０、第２電極層３０、第
３電極層５０、第４電極層７０、及び、第５電極層９０において、連続する２層の電極層
に形成される各電極は、平面配置で部分的に重複する領域を有する。尚かつ、第１電極層
１０、第２電極層３０、第３電極層５０、第４電極層７０、及び、第５電極層９０におい
て、連続する３層の電極層に形成される各電極が、平面配置において３層連続して重複す
る領域を有していない。
【００８６】
　図９に示す表示装置３００では、連続する２層の電極層の電極が平面配置において重複
し、１層おきの２層の電極層において重複しない電極の端部の位置が平面配置において一
致する。このため、平面配置において４層の有機層の各発光領域間に非発光部が発生しな
い。従って、表示装置３００においても、複数のセグメントの発光領域間における非発光
領域の存在を、平面配置上では無くすことができ、単位面積当たりの発光領域を拡大する
ことができる。
【００８７】
　また、図９に示す表示装置３００のように、電極層と有機層との積層数が増えた場合に
も、上述の第１実施形態や第２実施形態と同様に、時分割駆動により各発光領域を独立し
て発光させることができる。その際、表示装置の発光、非発光のタイミングは限定されず
、任意のタイミングで発光、非発光を制御できる。
【００８８】
［発光色］
　図９に示す表示装置３００において、第１有機層２０は、非発光領域２１と、発光領域
２２、発光領域２３、発光領域２４、及び、発光領域２５とを有する。第２有機層４０は
、非発光領域４１と、発光領域４２、発光領域４３、発光領域４４、及び、発光領域４５



(15) JP 2018-152319 A 2018.9.27

10

20

30

40

50

とを有する。第３有機層６０は、非発光領域６１と、発光領域６２、発光領域６３、発光
領域６４、及び、発光領域６５とを有する。第４有機層８０は、非発光領域８１と、発光
領域８２、発光領域８３、発光領域８４、及び、発光領域８５とを有する。
【００８９】
　図９に示す表示装置３００では、第１有機層２０～第３有機層６０の発光色を同じ発光
色を有する発光層を形成し、第４有機層８０に第１有機層２０～第３有機層６０と異なる
発光色を有する発光層を形成することが好ましい。これらの発光色の組み合わせの一例と
して、図９では、第１有機層２０～第３有機層６０に赤色（Ｒ）の発光色を有する発光層
を形成し、第４有機層８０に緑色（Ｇ）の発光色を有する発光層を形成した場合を示して
いる。
【００９０】
　図９に示す表示装置３００では、第１有機層２０の発光領域２２～発光領域２５と、平
面配置において重複する第４有機層８０の発光領域８２～発光領域８５とが、同時に発光
することにより、赤色（Ｒ）と緑色（Ｇ）との混色によるイエロー（ＹＬ）の発光色が得
られる。また、第２有機層４０の発光領域４２～発光領域４５、及び、第３有機層６０の
発光領域６２～発光領域６５は、それぞれ個別に発光することにより、赤色（Ｒ）の発光
色が得られる。
【００９１】
　また、図９に示す表示装置３００では、第１有機層２０の発光領域２２～発光領域２５
を駆動し、第４有機層８０の発光領域８２～発光領域８５を駆動しない場合には、このセ
グメントから赤色（Ｒ）の発光色が得られる。そして、第１有機層２０の発光領域２２～
発光領域２５を駆動せず、第４有機層８０の発光領域８２～発光領域８５を駆動する場合
には、このセグメントから緑色（Ｇ）の発光色が得られる。
【００９２】
　このように、表示装置は、各有機層の発光色を任意に設計することで、任意の組み合わ
せの発光色が得られる。例えば、図９に示す表示装置３００のように、一部のセグメント
で２色の発光色を組み合わせて発光させることも可能である。
【００９３】
　また、第１有機層２０、第２有機層４０、第３有機層６０、及び、第４有機層８０に、
それぞれ赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）、及び、任意の発光色のいずれかを有する
発光層を形成した構成では、Ｒ、Ｇ、Ｂの３色、及び、Ｒ、Ｇ、Ｂのいずれかの任意の発
光色との組み合わせの発光色を、表示装置から得ることができる。この場合には、平面配
置において、各セグメントにＲ、Ｇ、Ｂの３色が順に並ぶ配置となる。さらに、Ｒ、Ｇ、
Ｂのいずれと任意の色とを組み合わせた発光色が並ぶ配置となる。
【００９４】
〈４．表示装置の実施の形態（第４実施形態）〉
　次に、表示装置の第４実施形態について説明する。図１０に、第４実施形態の表示装置
の概略構成図を示す。図１０において、上段は表示装置の断面の構成を示し、下段は表示
装置の平面配置を示している。
【００９５】
［概略構成］
　図１０に示す表示装置４００は、第１電極層１０、第１有機層２０、第２電極層３０、
第２有機層４０、第３電極層５０、第３有機層６０、第４電極層７０、第４有機層８０、
第５電極層９０、第５有機層４１０、第６電極層４２０、第６有機層４３０、及び、第７
電極層４４０を備える。すなわち、表示装置４００は、７層の電極層と、これらの電極層
間に設けられた６層の有機層とが、交互に積層された構成を備える。
【００９６】
　表示装置４００において、第１電極層１０には、電極１１、電極１２、電極１３、及び
、電極１４が設けられている。第２電極層３０には、電極３１、電極３２、電極３３、及
び、電極３４が設けられている。第３電極層５０には、電極５１、電極５２、電極５３、
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及び、電極５４が設けられている。第４電極層７０には、電極７１、電極７２、電極７３
、及び、電極７４が設けられている。第５電極層９０には、電極９１、電極９２、電極９
３、及び、電極９４が設けられている。第６電極層４２０には、電極４２１、電極４２２
、電極４２３、及び、電極４２４が設けられている。第７電極層４４０には、電極４４１
、電極４４２、電極４４３、及び、電極４４４が設けられている。これらの各電極は、同
様の形状に形成され、均等な間隔を開けて配置されている。
【００９７】
　これらの各電極層の電極１１～電極１４、電極３１～電極３４、電極５１～電極５４、
電極７１～電極７４、電極９１～電極９４、電極４２１～電極４２４、及び、電極４４１
～電極４４４の配置は、上述の第１実施形態及び第２実施形態に準じる。従って、表示装
置４００では、第１電極層１０、第２電極層３０、第３電極層５０、第４電極層７０、第
５電極層９０、第６電極層４２０、及び、第７電極層４４０において、連続する２層の電
極層に形成される各電極は、平面配置で部分的に重複する領域を有する。尚かつ、第１電
極層１０、第２電極層３０、第３電極層５０、第４電極層７０、及び、第５電極層９０、
第６電極層４２０、及び、第７電極層４４０において、連続する３層の電極層に形成され
る各電極が、平面配置において３層連続して重複する領域を有していない。
【００９８】
　図１０に示す表示装置４００では、連続する２層の電極層の電極が平面配置において重
複し、１層おきの２層の電極層において重複しない電極の端部の位置が平面配置において
一致する。このため、平面配置において６層の有機層の各発光領域間に非発光部が発生し
ない。従って、表示装置４００においても、複数のセグメントの発光領域間における非発
光領域の存在を、平面配置上では無くすことができ、単位面積当たりの発光領域を拡大す
ることができる。
【００９９】
　また、図１０に示す表示装置４００のように、電極層と有機層との積層数が増えた場合
にも、上述の第１実施形態や第２実施形態と同様に、時分割駆動により各発光領域を独立
して発光させることができる。その際、表示装置の発光、非発光のタイミングは限定され
ず、任意のタイミングで発光、非発光を制御できる。
【０１００】
［発光色］
　図１０に示す表示装置４００において、第１有機層２０は、非発光領域２１と、発光領
域２２、発光領域２３、発光領域２４、及び、発光領域２５とを有する。第２有機層４０
は、非発光領域４１と、発光領域４２、発光領域４３、発光領域４４、及び、発光領域４
５とを有する。第３有機層６０は、非発光領域６１と、発光領域６２、発光領域６３、発
光領域６４、及び、発光領域６５とを有する。第４有機層８０は、非発光領域８１と、発
光領域８２、発光領域８３、発光領域８４、及び、発光領域８５とを有する。第５有機層
４１０は、非発光領域４１１と、発光領域４１２、発光領域４１３、発光領域４１４、及
び、発光領域４１５とを有する。第６有機層４３０は、非発光領域４３１と、発光領域４
３２、発光領域４３３、発光領域４３４、及び、発光領域４３５とを有する。
【０１０１】
　図１０に示す表示装置４００では、第１有機層２０、第２有機層４０、及び、第３有機
層６０に緑色（Ｇ）の発光色を有する発光層を形成した場合を示している。また、第４有
機層８０、第５有機層４１０、及び、第６有機層４３０に赤色（Ｒ）の発光色を有する発
光層を形成した場合を示している。
【０１０２】
　上記構成の表示装置４００では、第１有機層２０、第２有機層４０、及び、第３有機層
６０のみを駆動した緑色（Ｇ）の発光色、第４有機層８０、第５有機層４１０、及び、第
６有機層４３０のみを駆動した赤色（Ｒ）の発光色、並びに、第１有機層２０、第２有機
層４０、及び、第３有機層６０と、第４有機層８０、第５有機層４１０、及び、第６有機
層４３０とを同時に駆動した緑色（Ｇ）と赤色（Ｒ）との混色によるイエロー（ＹＬ）の
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発光色を、各セグメントから得ることができる。
【０１０３】
　例えば、図１０に示すように、発光領域２２と発光領域８２、発光領域４２と発光領域
４１２、発光領域２４と発光領域８４、及び、発光領域２５と発光領域８５の組み合わせ
により、各セグメントにイエロー（ＹＬ）の発光色が得られる。また、発光領域４３、発
光領域４４、発光領域６３、及び、発光領域６５を発光させ、発光領域４１３、発光領域
４１４、発光領域４３３、及び、発光領域４３５を非発光とすることにより、各セグメン
トに緑色（Ｇ）の発光色が得られる。そして、発光領域２３、発光領域４５、発光領域６
２、及び、発光領域６４を非発光とし、発光領域８３、発光領域４１５、発光領域４３２
、及び、発光領域４３４を発光させることにより、各セグメントに赤色（Ｒ）の発光色が
得られる。
【０１０４】
　このように、図１０に示す表示装置４００では、各発光領域を任意に時分割駆動するこ
とにより、各有機層単独での発光と、各有機層の発光を組み合わせた発光色を、各セグメ
ントで得ることができる。このため、各有機層の発光色を任意に設定し、各有機層を単独
、又は、組み合わせて駆動することにより、多色発光の表示装置を形成することができる
。
【０１０５】
〈５．表示装置の実施の形態（第５実施形態）〉
　次に、表示装置の第５実施形態について説明する。図１１に、第５実施形態の表示装置
の概略構成図を示す。図１１において、上段は表示装置の断面の構成を示し、下段は表示
装置の平面配置を示している。
【０１０６】
［概略構成］
　図１１に示す表示装置５００は、第１電極層１０、第１有機層２０、第２電極層３０、
第２有機層４０、第３電極層５０、第３有機層６０、第４電極層７０、第４有機層８０、
第５電極層９０、第５有機層４１０、第６電極層４２０、第６有機層４３０、第７電極層
４４０、第７有機層５１０、第８電極層５２０、第８有機層５３０、第９電極層５４０、
第９有機層５５０、及び、第１０電極層５６０を備える。すなわち、表示装置５００は、
１０層の電極層と、これらの電極層間に設けられた９層の有機層とが、交互に積層された
構成を備える。
【０１０７】
　表示装置５００において、第１電極層１０には、電極１１、電極１２、電極１３、及び
、電極１４が設けられている。第２電極層３０には、電極３１、電極３２、電極３３、及
び、電極３４が設けられている。第３電極層５０には、電極５１、電極５２、電極５３、
及び、電極５４が設けられている。第４電極層７０には、電極７１、電極７２、電極７３
、及び、電極７４が設けられている。第５電極層９０には、電極９１、電極９２、電極９
３、及び、電極９４が設けられている。第６電極層４２０には、電極４２１、電極４２２
、電極４２３、及び、電極４２４が設けられている。第７電極層４４０には、電極４４１
、電極４４２、電極４４３、及び、電極４４４が設けられている。第８電極層５２０には
、電極５２１、電極５２２、電極５２３、及び、電極５２４が設けられている。第９電極
層５４０には、電極５４１、電極５４２、電極５４３、及び、電極５４４が設けられてい
る。第１０電極層５６０には、電極５６１、電極５６２、電極５６３、及び、電極５６４
が設けられている。これらの各電極は、同様の形状に形成され、均等な間隔を開けて配置
されている。
【０１０８】
　これらの各電極層の電極１１～電極１４、電極３１～電極３４、電極５１～電極５４、
電極７１～電極７４、電極９１～電極９４、電極４２１～電極４２４、電極４４１～電極
４４４、電極５２１～電極５２４、電極５４１～電極５４４、及び、電極５６１～電極５
６４の配置は、上述の第１実施形態及び第２実施形態に準じる。従って、表示装置５００
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では、第１電極層１０、第２電極層３０、第３電極層５０、第４電極層７０、第５電極層
９０、第６電極層４２０、第７電極層４４０、第８電極層５２０、第９電極層５４０、及
び、第１０電極層５６０において、連続する２層の電極層に形成される各電極は、平面配
置で部分的に重複する領域を有する。尚かつ、第１電極層１０、第２電極層３０、第３電
極層５０、第４電極層７０、及び、第５電極層９０、第６電極層４２０、第７電極層４４
０、第８電極層５２０、第９電極層５４０、及び、第１０電極層５６０において、連続す
る３層の電極層に形成される各電極が、平面配置において３層連続して重複する領域を有
していない。
【０１０９】
　図１１に示す表示装置５００では、連続する２層の電極層の電極が平面配置において重
複し、１層おきの２層の電極層において重複しない電極の端部の位置が平面配置において
一致する。このため、平面配置において９層の有機層の各発光領域間に非発光部が発生し
ない。従って、表示装置５００においても、複数のセグメントの発光領域間における非発
光領域の存在を、平面配置上では無くすことができ、単位面積当たりの発光領域を拡大す
ることができる。
【０１１０】
　また、図１１に示す表示装置５００のように、電極層と有機層との積層数が増えた場合
にも、上述の第１実施形態や第２実施形態と同様に、時分割駆動により各発光領域を独立
して発光させることができる。その際、表示装置の発光、非発光のタイミングは限定され
ず、任意のタイミングで発光、非発光を制御できる。
【０１１１】
［発光色］
　図１１に示す表示装置５００において、第１有機層２０は、非発光領域２１と、発光領
域２２、発光領域２３、発光領域２４、及び、発光領域２５とを有する。第２有機層４０
は、非発光領域４１と、発光領域４２、発光領域４３、発光領域４４、及び、発光領域４
５とを有する。第３有機層６０は、非発光領域６１と、発光領域６２、発光領域６３、発
光領域６４、及び、発光領域６５とを有する。第４有機層８０は、非発光領域８１と、発
光領域８２、発光領域８３、発光領域８４、及び、発光領域８５とを有する。第５有機層
４１０は、非発光領域４１１と、発光領域４１２、発光領域４１３、発光領域４１４、及
び、発光領域４１５とを有する。第６有機層４３０は、非発光領域４３１と、発光領域４
３２、発光領域４３３、発光領域４３４、及び、発光領域４３５とを有する。第７有機層
５１０は、非発光領域５１１と、発光領域５１２、発光領域５１３、発光領域５１４、及
び、発光領域５１５とを有する。第８有機層５３０は、非発光領域５３１と、発光領域５
３２、発光領域５３３、発光領域５３４、及び、発光領域５３５とを有する。第９有機層
５５０は、非発光領域５５１と、発光領域５５２、発光領域５５３、発光領域５５４、及
び、発光領域５５５とを有する。
【０１１２】
　図１１に示す表示装置５００では、第１有機層２０、第２有機層４０、及び、第３有機
層６０に青色（Ｂ）の発光色を有する発光層を形成し、第４有機層８０、第５有機層４１
０、及び、第６有機層４３０に緑色（Ｇ）の発光色を有する発光層を形成し、第７有機層
５１０、第８有機層５３０、及び、第９有機層５５０に赤色（Ｒ）の発光色を有する発光
層を形成した場合を示している。
【０１１３】
　上記構成の表示装置５００では、第１有機層２０、第２有機層４０、及び、第３有機層
６０のみを駆動することにより青色（Ｂ）の発光色を得ることができる。また、第４有機
層８０、第５有機層４１０、及び、第６有機層４３０のみを駆動することにより緑色（Ｇ
）の発光色を得ることができる。同様に、第７有機層５１０、第８有機層５３０、及び、
第９有機層５５０のみを駆動することにより赤色（Ｒ）の発光色を得ることができる。
【０１１４】
　さらに、第１有機層２０、第２有機層４０、及び、第３有機層６０と、第４有機層８０
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、第５有機層４１０、及び、第６有機層４３０との２色の発光色を組み合わせてシアン（
ＣＹ）の発光色を得ることができる。第１有機層２０、第２有機層４０、及び、第３有機
層６０と、第７有機層５１０、第８有機層５３０、及び、第９有機層５５０との２色の発
光色を組み合わせてマゼンダ（ＭＧ）の発光色を得ることができる。第４有機層８０、第
５有機層４１０、及び、第６有機層４３０と、第７有機層５１０、第８有機層５３０、及
び、第９有機層５５０との２色の発光色を組み合わせてイエロー（ＹＬ）の発光色を得る
ことができる。
【０１１５】
　さらに、第１有機層２０、第２有機層４０、及び、第３有機層６０と、第４有機層８０
、第５有機層４１０、及び、第６有機層４３０と、第４有機層８０、第５有機層４１０、
及び、第６有機層４３０と、第７有機層５１０、第８有機層５３０、及び、第９有機層５
５０との３色の発光色を組み合わせて白色（Ｗ）の発光色を得ることができる。
【０１１６】
　このように、連続する３層の有機層を一組として同じ色の発光層を形成し、この３層の
有機層の組を複数設けることにより、多色発光が可能な表示装置と形成することができる
。特に、上述のように３層の有機層の組を３つ設け、それぞれの有機層の組にＲＧＢの３
色を設けることにより、各セグメントにおいて各色を組み合わせて上述の多色発光を実現
する構成が好ましい。
【０１１７】
　なお、本発明は上述の実施形態例において説明した構成に限定されるものではなく、そ
の他本発明構成を逸脱しない範囲において種々の変形、変更が可能である。
【符号の説明】
【０１１８】
　１０　第１電極層、１１，１１Ａ，１２１２Ａ，１３，１３Ａ，１４１４Ａ，３１，３
２，３３，３４，４２１，４２２，４２３，４２４，４４１，４４２，４４３，４４４，
５１，５２，５２１，５２２，５２３，５２４，５３，５４，５４１，５４２，５４３，
５４４，５６１，５６２，５６３，５６４，７１，７１Ａ，７２，７２Ａ，７３，７３Ａ
，７４，７４Ａ，９１，９２，９３，９４　電極、２０　第１有機層、２１，４１，４１
１，４３１，５１１，５３１，５５１，６１，８１　非発光領域、２２，２３，２４，２
５，４１２，４１３，４１４，４１５，４２，４３，４３２，４３３，４３４，４３５，
４４，４５５１２，５１３，５１４，５１５，５３２，５３３，５３４，５３５，５５２
，５５３，５５４，５５５，６２，６３，６４，６５，８２，８３，８４，８５　発光領
域、３０　第２電極層、４０　第２有機層、５０　第３電極層、６０　第３有機層、７０
　第４電極層、８０　第４有機層、９０　第５電極層、１００，１００Ａ，２００，２０
０Ａ，３００，４００，５００　表示装置、４１０　第５有機層、４２０　第６電極層、
４３０　第６有機層、４４０　第７電極層、５１０　第７有機層、５２０　第８電極層、
５３０　第８有機層、５４０　第９電極層、５５０　第９有機層、５６０　第１０電極層
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